
  

ン企業の間でのアライアンスの早期構築が不可避ではないかとの意見があり、各企業、業界団体

において、新たな研究開発体制の構築や我が国において進めているワクチンの臨床開発状況等の

透明性の向上への取組を進めるべきであるとされた。 

  また、製品開発が行われた後には、開発データに基づいた早期の予防接種プログラムへの導入

検討や、任意接種ワクチンやトラベラーズワクチンの場合にあっても、必要性の高い場合などを

具体的に示すなどの推奨や啓発を行う必要があるとの意見があった。 

  これらの感染症対策とワクチンの研究開発の連携についての考え方を別紙５に示した。 

 

Ⅵ．今後のＷＧについて 

  これまでの WG での検討に関する本とりまとめ、本とりまとめに関するビジョン推進委員会での

議論及び予防接種に関する検討会などの感染症対策の今後の検討状況などを踏まえ、推進委員会

での議論を基に検討することとする。 

 

 

以上 


